
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
二
十
五
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）

第
二
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
、
管
理
医
療
機

器
及
び
一
般
医
療
機
器
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に

よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
、
管
理
医
療
機
器
及
び
一
般
医
療
機
器
の
一
部
を
改
正
す
る
件



（ ）傍 線 部 分 は 改 正 部 分

改 正 後 改 正 前

別表第１ 別表第１

１～1196 （略） １～1196 （略）

（新設）1197 気管支用バルブ

（新設）1198 静脈用ステント

（新設）1199 多血小板血 漿 ゲル調製キット
しよう

（新設）1200 光ファイバレーザ

別表第２別表第２

１～2015 （略） １～2015 （略）

（新設）2016 単回使用眼内照明プローブ

（新設）2017 眼科用灌流・吸引ユニット用単回使用眼内プローブ
かん

（新設）2018 単回使用眼科用トロカール類

別表第３別表第３

1218 （略） 1218 （略）１～ １～

（新設）1219 再使用可能な眼内照明プローブ

（新設）1220 患部観察用カメラ

（新設）1221 ガイドワイヤ自動シェイピング装置


